
�愛媛県告示第５９７号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）第３条第１項の規定により、平成１８年４月５日次のと

おり愛媛県県税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を

許可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５９８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」

という。）第５条第１項の規定による届出があったので、同

条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労

働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供

する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヤマダ電機テックランド松山中央店

松山市中央二丁目５９外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田昇

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ヤマダ電機

群馬県前橋市日吉町四丁目４０番地の１１

代表取締役 山田昇

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成１８年１２月６日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

６，０１７．９８平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

３４７台

イ 駐輪場の収容台数

７８台

ウ 荷さばき施設の面積

４２２．２５平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

１５０立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

及び閉店時刻

開店時刻 午前１０時

閉店時刻 午後９時３０分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる

時間帯

午前９時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成１８年４月５日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺

の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意

見を有する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次の
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とおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するととも

に、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方

局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の

日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意

見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第６００号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備及び

暗渠排水事業・明田地区）の計画の変更は、適当と認められ

るので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第

５項及び第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

市営土地改良事業（ほ場整備及び暗渠排水事業・明田地

区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１８年４月１７日から５月１７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所

�������
�愛媛県告示第６０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、西予市三瓶町土地改良区から認可申請のあった土地

改良事業（農業用道路整備事業・三瓶南地区）の計画の変更

を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新

たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・川東

地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東温市松瀬川土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・鳥ノ子地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東温市北方土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

上海上地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東温市南方土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

竹ノ鼻地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東温市牛渕上井手土地改良区から認可申請のあった

新たな土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排

水）・上野地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

�愛媛県告示第５９９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び

同条第２項の規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに西条市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

ラ・ムー西条東予店 西条市周布６６７－１ 夜間における騒音の予測結果が規制基準値
を上回る地点において、騒音防止対策を講
じること。

生活環境保持の見地からの意見はなし。

愛 媛 県 報平成１８年４月１４日 第１７５１号

３２０
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、東温市下林上土地改良区から認可申請のあった新た

な土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）

・昌林地区）の施行を平成１８年４月４日認可した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、東温市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・一ケ谷地区）の施

行に平成１８年４月４日同意した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、大洲市から協議のあった土地改良事業（県単独

補助土地改良事業（農道）・久米地区）の計画の変更に平成

１８年４月４日同意した。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６１０号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字岩門丁４３４の１０、字ヤゲン谷丁４

３５の３２

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

放送設備用地とするため

�������
�愛媛県告示第６１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２０条第１項の規定によ

り、道路と他の工作物との兼用工作物の管理の方法について

、次のとおり協議が成立した。

その関係図書は、愛媛県庁及び宇和島地方局建設部に備え

置いて縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の種類及び道路名

一般国道３７８号

２ 他の工作物の名称

農林水産省深浦海岸保全施設

３ 兼用工作物の位置

宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４９１番地先か

ら同字ムカイ１番耕地３８番１地先まで

４ 兼用工作物の管理を行う者の氏名及び住所

海岸管理者 宇和島市長 石橋 寛久

住所 愛媛県宇和島市栄町港二丁目４番１４号

道路管理者 愛媛県知事 加戸 守行

住所 愛媛県松山市御宝町１１９番１

５ 管理の内容

� 兼用工作物の新設（道路の附属物に係るものに限る。

以下同じ。）、改築、維持又は修繕は、道路専用施設（

路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物

その他のもっぱら道路の管理上必要な施設又は工作物を

いう。以下同じ。）について道路管理者が、当該施設以

外の部分については、海岸管理者が行うものとする。

� 兼用工作物の災害復旧は、次の各号に掲げる者が行う

ものとする。ただし、第１号又は第２号に掲げる場合に

おいても、特に緊急に災害復旧を行う等の必要があると

きは、その都度協議して定めるところにより、海岸管理

者又は道路管理者がこれを行うものとする。

一 もっぱら道路専用施設に係る場合 道路管理者

二 もっぱら道路専用施設以外の部分に係る場合

海岸管理者

� 前２項の規定によるほか、海岸法（昭和３１年法律第１

０１号）又は同法に基づく命令の規定による兼用工作物の

管理は海岸管理者が、道路法又は同法に基づく命令の規

定による兼用工作物の管理は道路管理者が行うものとす

る。

６ 管理の期間

平成１８年４月１４日から当該路線を廃止する日又は海岸の

公用を廃止する日まで

�������
�愛媛県告示第６１２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基

づき、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量を実

施する旨の通知があった。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（１：２５，０００地形図修正測量）

２ 作業期間 平成１８年４月２０日から

平成１９年３月２３日まで

３ 作業地域 県内全域

�愛媛県告示第６１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛 媛 県 報平成１８年４月１４日 第１７５１号

３２１
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監 査 公 表

�������
�愛媛県告示第６１６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市

計画公園４・３・４河野別府公園の変更に係る都市計画の図

書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６１７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項におい

て準用する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計

画下水道の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁にお

いて公衆の縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第６１８号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東温市樋口字前川甲１４１０番５の一部

２ 申請人の住所氏名

松山市大街道３丁目２番地３４

株式会社住宅情報館 代表取締役 二宮 秀生

３ 図面省略

�公表第６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年４月１４日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年４月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
松山市出合２５９９番地先から

同市余戸南四丁目２０５６番１地先まで

旧 １０．０～２１．２ ０．２５２

新 １１．２～２８．８ ０．２５２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市出合２５９９番地先から

同市余戸南四丁目２０５６番１地先まで
平成１８年４月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市北梅本町甲７３９番４から

同町甲７４０番２まで
平成１８年４月１４日

〃 〃
松山市北梅本町甲６６１番２から

同町甲７６８番４まで
〃
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教育委員会規則

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�������
�公表第７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年４月１４日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�愛媛県教育委員会規則第８号
技能労務職員の退職手当に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成１８年４月１４日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

技能労務職員の退職手当に関する規則の一部を改正す

る規則

技能労務職員の退職手当に関する規則（昭和３２年愛媛県教

育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

「（昭和２９年愛媛県条例第３号）」の下に「及び技能労務

職員の退職手当に関する規程（昭和３２年２月愛媛県訓第２０３

号）」を加える。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の技能労務職員の退職手当に関する規則の規定は

、平成１８年４月１日以後に退職する者について適用する。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

医 療 技 術 大 学
（医療技術短期大学を含む。） 平成１７年４月２１日

（監査の結果）

授業料については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についても一層の努力が望まれる。

（措置の内容）

授業料滞納者については、本人及び保証人に対し、電話及び文書

等により再三催告を行った。

その結果、監査日（平成１７年４月２１日）現在４件５９４，９００円あっ

た滞納額のうち、１件１８９，６００円について平成１７年５月２日に納入

があった。

しかしながら、電話等での督促にも拘わらず、平成１８年２月末現

在３件４０５，３００円が未収となっている。

滞納繰越となっている授業料については、今後も本人及び保証人

に対し継続して納入の催告を行い未収の解消に努めることとしてい

る。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

林 業 政 策 課 平成１７年１０月１７日

森 林 整 備 課 〃

（監査の結果）

１ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金につ

いては、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理について

も一層の努力が望まれる。 （林業政策課）

２ 林業改善資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うも

の）については、適切な債権管理が望まれる。 （林業政策課）

３ 県有林経営事業特別会計の執行については、県営林経営改善計

画に基づいた経営改善の取組がなされた結果、単年度の歳入歳出

差引歳入不足額は、前年度に比べて減少している。

しかしながら、歳入歳出差引歳入不足額は、昭和５９年度以降、

毎年度繰上充用の措置が講じられ、平成１６年度決算では２０億円余

となっており、収支の不均衡が拡大していることから、今後とも

健全な経営に向けてなお一層の努力が望まれる。（森林整備課）

（措置の内容）

１ 林業改善資金貸付金償還金については、年５回の償還期日ごと

に請求を行い、そのほとんどを期限内に収入している。

平成１７年度に滞納繰越となった５件２３，６６３，０４４円のうち、平成

９年度に発生した１件１６，２８８，０４４円については、平成１３年９月か

ら定期的に返済が続けられ、平成１７年１２月末の滞納繰越額は１５，４

８８，０４４円となっているが、平成１５年度に発生した２件５，８２０，０００

円については、解散した法人に資産等がなく、清算人、連帯保証

人ともに資産、所得が見当たらないことから、未だ返済に至って

いない状況にあり、今後も債務者等と協議を続け、早期収納に努

めて参りたい。

また、平成１６年度に発生した２件１，５５５，０００円については、債

務者の経営悪化により現在のところ返済には至っていないが、平

成１８年３月末から３回に分けて返済する旨の誓約を得ている。

（林業政策課）

２ 貸付金償還金の返済が遅延したことにより生じる違約金につい

ては、その額が確定した時点で請求を行い、そのほとんどを期限

内に収入している。

しかし、法人の解散による事業の廃止等に伴い期限前償還の請

求を行った貸付金償還金に係る違約金については、債務者の資力

等を考慮し、貸付金償還金優先による償還を認めているところで

あり、貸付金償還金償還の都度請求を行っているが、貸付金償還

金完済後に改めて督促することとしている。

なお、平成９年度に発生した貸付金償還金の滞納に係る違約金

については、請求を行っていないものの、適正に把握しており、

元本完済後に請求することとしている。 （林業政策課）

３ 県営林の経営については、平成１２年２月に策定した県営林経営

改善計画「県営林経営の新たな改善方向（Ｈ１２～７６）」に基づき

早期財政健全化等に取り組んでいる。

平成１７年度においては、昨年度に続き、育林事業への国庫補助

事業の積極的な導入により経費負担を軽減させるとともに、森林

組合等が実施する「緑の雇用担い手育成対策事業」に係る“研修

フィールド”や森林環境税を活用したボランティア活動の拠点と

なる“森林づくりフィールド”として提供するなど、経費の支出

を伴わない県営林の整備にも努めており、今後とも可能な限りの

収支改善を行い、健全な経営に向けて鋭意努力をして参りたい。

（森林整備課）
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 
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